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研究ノート

は

じ

め

に

明
治
期
の
北
海
道
は
(
現
在
も
ま
た
、
あ
る
程
度
そ
う
で
あ
り
続
け
て
い
る

が
可
政
治
・
経
済
・
社
会
の
広
汎
な
分
野
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
一
つ
の
大

き
な
実
験
場
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
末
端
の
地
方
自
治
体
の
形
成

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
北
海
道
に
つ
い
て
の
調
査
は
、
ゎ

が
国
全
体
を
問
題
と
す
る
場
合
に
も
、
有
益
な
資
料
を
提
供
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
の
場
合
、
対
象
地
域
と
し
て
、
旧
札
幌
郡
手
稲
町
(
現
札
幌
市
西
区
手

稲
地
区
)
を
選
ん
だ
。
こ
こ
は
、
資
料
の
保
存
状
態
か
ら
み
る
と
、
必
ず
し
も

(
1
)
 

適
切
な
地
区
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
過
去
に
、
戦
後
の
手
稲
地

区
の
政
治
・
行
政
の
調
査
(
代
表
・
小
川
晃
一
教
授
)
に
加
わ
っ
た
こ
と
か

ら
、
折
を
み
て
こ
の
地
区
の
よ
り
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
期
に
つ
い
て
も
調
査
し
た

い
と
考
え
て
い
ぱ
。
も
っ
と
も
、
本
稿
で
扱
う
生
成
期
の
問
題
を
、
直
接
的
に

戦
後
期
の
問
題
に
結
び
つ
け
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
さ

ら
に
多
く
の
中
間
項
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。

手
稲
村
の
誕
生

手
稲
地
区
は
、
札
幌
と
小
樽
を
む
す
ぶ
銭
函
道
の
中
間
地
点
で
も
あ
り
、
幕

末
か
ら
小
規
模
な
入
植
が
試
み
ら
れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
農
業
で
定
住
す
る

者
を
み
る
に
歪
ら
な
か
っ
た
。
問
手
稲
町
は
、
そ
の
「
関
村
の
濫
陽
」
を
、
明

治
五
(
一
八
七
二
年
)
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
仙
台
薄
片
倉
家
旧
臣
四
七

一
戸
、
二
四
一
人
の
現
手
稲
東
地
区
へ
の
集
団
入
植
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
北

海
道
へ
の
集
団
入
楠
の
も
っ
と
も
早
い
時
期
に
属
す
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

明
治
五
年
は
、
屯
田
兵
制
度
制
定
の
二
年
前
、
箱
館
戦
争
終
結
の
三
年
後
で
も

あ
り
、
北
海
道
開
発
の
混
沌
期
と
も
い
え
る
時
期
で
あ
っ
た
。
屯
白
兵
を
含
め

て
最
初
期
の
集
団
入
植
の
か
な
り
の
部
分
が
、
主
府
と
さ
れ
た
札
幌
の
周
辺
部

に
置
か
れ
た
が
、
手
稲
へ
の
集
団
入
植
も
、
大
き
く
み
る
と
最
初
期
の
入
植
政

策
の
一
端
と
も
い
え
る
。

明
治
中
期
以
降
つ
く
ら
れ
た
北
海
道
の
農
業
集
落
は
、
本
州
の
い
わ
ゆ
る
密

居
制
と
異
な
る
疎
居
制
を
と
っ
た
が
、
手
稲
の
こ
の
時
期
の
入
植
者
は
、
道
路

の
両
側
に
家
屋
を
置
き
、
そ
の
後
背
部
を
農
地
と
す
る
、
い
わ
ば
両
者
の
折
衷

的
な
集
落
を
つ
く
っ
た
。
こ
れ
は
、
初
期
の
屯
田
兵
入
植
に
も
ひ
き
つ
が
れ
て

(
5
)
 

い
る
。
手
稲
の
場
合
に
は
、
銭
函
道
(
手
稲
東
地
区
で
は
、
ほ
ぼ
現
在
の
国
道

五
号
線
の
位
置
)
の
両
側
に
家
康
が
配
置
さ
れ
、
し
か
し
、
偶
然
か
否
か
は
定

(
6
)
 

か
で
は
な
い
が
、
入
植
の
リ
ー
ダ
ー
の
家
屋
が
中
心
部
に
置
か
れ
て
い
る
。

当
時
の
開
拓
使
は
、
札
幌
の
周
辺
に
ほ
ぼ
五

O
戸
を
一
村
と
し
て
村
落
を
配

置
す
る
計
画
を
も
っ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
「
村
」
と
い
っ
て
も
、
行
政
村
と

自
然
村
と
が
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
意
識
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
時

の
北
海
道
で
は
区
別
し
て
使
う
実
益
が
な
か
っ
た
せ
い
で
も
去
ろ
う
。
つ
ま

り
、
開
発
政
策
と
し
て
疎
居
制
に
ふ
み
き
る
以
品
別
で
あ
り
、
半
寄
居
的
な
集
落

北法36(1-2・548)548
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7
)
 

が
原
野
に
点
在
す
る
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
。
明
治
五
年
の
開
拓
使
民
事
局
布
達

は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
発
寒
川
北
字
ベ
ッ
カ
ウ
ス
更
ニ
手
稲
村
ト
相
称
エ

候
条
小
前
末
々
迄
不
洩
可
触
示
モ
ノ
也
」
。
と
も
か
く
、
四
七
戸
の
集
団
入
植
に

よ
っ
て
、
札
幌
郡
発
寒
村
か
ら
分
か
れ
て
手
稲
村
が
設
け
ら
れ
、
こ
の
村
の
区

(
8
V
 

画
が
、
札
幌
市
合
併
ま
で
の
手
稲
町
の
区
画
と
し
て
続
く
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
も
、
こ
の
集
団
入
植
以
前
に
、
明
治
四
年
の
銭
函
道
開
通
に
と
も
な
い
軽
川

(
現
手
稲
本
町
)
に
通
行
屋
が
置
か
れ
、
そ
の
周
辺
に
「
旅
人
街
、
飲
食
広
、

馬
夫
、
樵
夫
、
炭
焼
等
ヲ
業
ト
ス
ル
者
」
が
ば
ら
ば
ら
に
入
り
、
翌
五
年
に
は

三
四
戸
、
九
五
人
に
達
し
て
い
た
と
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
な
記

(
9
)
 

録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

初
期
の
地
域
リ
ー
ダ
ー
層

北海道における農村自治体の形成

こ
の
時
期
は
、
わ
が
国
の
地
方
自
治
制
度
に
と
っ
て
も
ま
た
混
乱
期
で
あ
っ

た
。
明
治
四
年
か
ら
は
じ
ま
っ
た
戸
籍
法
の
施
行
に
よ
る
戸
籍
区
の
設
定
、
戸
(
加
)

長
、
副
戸
長
の
各
区
へ
の
配
置
は
、
北
海
道
で
は
翌
五
年
か
ら
す
す
め
ら
れ
る
。

開
拓
使
札
幌
本
庁
管
内
は
、
同
年
五
月
に
戸
長
、
副
戸
長
の
人
選
の
指
令
が
出

さ
れ
た
。
「
戸
長
ハ
一
郡
壱
人
、
副
ハ
其
地
戸
数
/
多
寡
ニ
ヨ
リ
テ
被
置
候
義

(
U
)
 

-
一
付
定
無
之
候
」
と
の
こ
と
で
、
札
幌
郡
で
の
戸
長
一
人
は
は
っ
き
り
し
て
い

る
が
、
こ
の
時
点
で
の
手
稲
村
に
つ
い
て
の
資
料
は
な
い
。
入
植
し
た
時
点
を

除
き
、
明
治
五
年
か
ら
九
年
ま
で
は
、
資
料
的
に
は
ほ
と
ん
ど
空
白
の
期
間
で

あ
る
。片

倉
家
の
旧
臣
集
団
移
住
は
、
佐
藤
孝
郷
(
片
倉
家
家
老
職
兼
旗
奉
行
)
を

ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー
(
執
事
)
と
す
る
「
肢
渉
組
合
」
を
組
織
し
て
行
な
わ
れ
、

こ
の
組
合
が
白
石
(
現
札
幌
市
白
石
区
内
)
と
手
稲
(
現
同
市
西
区
内
)
に
分

か
れ
て
入
棺
し
た
。
手
稲
に
入
植
し
た
も
の
は
、
執
事
に
次
ぐ
ポ
ス
ト
で
あ
る

添
役
の
コ
一
木
勉
を
ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
い
迫
。
手
稲
入
植
と
同
時
に
、

三
木
は
仙
台
人
移
住
取
締
に
兼
ね
て
移
民
取
締
(
仙
台
人
以
外
の
手
稲
村
移
民

の
)
を
命
じ
ら
れ
る
。
移
住
し
た
旧
臣
の
ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー
が
、
移
住
先
で

も
ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
移
住
者
の
組
合
幹
部
は
、
入
植
者
の
引

率
、
入
植
に
つ
い
て
の
開
拓
使
庁
と
の
折
衝
、
官
給
品
の
配
分
、
現
地
で
の
開

拓
の
実
施
の
指
導
な
ど
、
そ
の
責
任
は
き
わ
め
て
重
い
も
の
で
あ
っ
た
。
移
住

時
の
幹
部
が
、
移
住
民
へ
の
官
給
口
聞
の
配
分
役
で
も
あ
る
副
戸
長
を
勤
め
る
の

は
、
ご
く
自
然
で
あ
っ
た
ろ
う
。
三
木
は
、
同
村
の
教
育
機
関
で
あ
る
時
習
塾

の
筆
算
教
授
を
兼
ね
、
の
ち
村
を
去
っ
て
札
幌
神
社
弥
宜
、
千
歳
郡
千
歳
村
戸

長
を
勤
め
、
晩
年
、
郷
里
で
あ
る
宮
城
県
白
石
に
帰
っ
て
没
す
る
。
村
史
稿
、

旧
町
誌
で
は
、
こ
の
三
木
、
後
出
の
菅
野
、
伊
藤
の
三
人
を
、
「
移
住
当
時
の

〔
臼
)

三
恩
人
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
三
人
と
も
、
片
倉
家
の
旧
重
臣
で
あ
っ
た
。

な
お
、
琴
似
町
史
に
よ
る
と
、
六
年
に
菅
野
格
が
手
稲
村
副
戸
長
を
勤
め
た

と
い
う
。
菅
野
は
、
政
渉
組
合
で
監
察
を
勤
め
、
前
出
三
木
の
実
弟
で
あ
る
。

菅
野
に
つ
い
て
は
、
琴
似
町
史
の
ほ
う
が
く
わ
し
い
。
彼
は
、
天
保
一
一
年

北法36(1-2・549)臼9



研究ノート

(
一
八
四

O
)
生
ま
れ
で
、
入
植
時
の
五
年
、
村
伍
長
を
勤
め
、
翌
六
年
に
副
戸

長
と
な
る
。
就
任
当
時
は
三
二
歳
で
あ
っ
た
。
二
ハ
年
ま
で
剖
戸
長
、
戸
長
を

勤
め
た
の
ち
手
稲
を
離
れ
て
札
幌
郡
役
所
へ
移
り
、
三
木
と
同
じ
く
晩
年
ば
宮

城
県
白
石
へ
帰
っ
て
没
し
た
。
菅
野
の
長
男
が
二
六
年
か
ら
七
年
間
、
札
幌
部
琴

似
、
発
索
、
両
村
戸
長
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
菅
野
と
琴
似
と
の
縁
は
浅
く
な
い
。

関
村
の
二
年
後
の
七
年
、
手
稲
村
は
、
上
手
稲
村
と
下
手
稲
村
に
分
か
れ

(
H
)
 

る
。
理
由
は
、
「
葦
原
民
梢
多
ク
致
ス
ノ
以
テ
ナ
リ
」
と
あ
り
、
銭
函
道
の
改

修
が
進
む
に
つ
れ
て
、
そ
の
中
継
点
と
し
て
の
下
手
稲
の
ウ
エ
イ
ト
の
大
き
く

な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
副
戸
長
も
、
こ
れ
に
応
じ
て
上
下
手
稲
に
一
人
づ
っ

置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
(
問
。
明
治
九
年
の
記
録
で
は
、
上
手
稲
村
の
副
戸
長
は

片
倉
景
範
、
下
手
稲
村
の
副
戸
長
は
菅
野
格
で
あ
っ
た
。
片
倉
は
、
片
倉
家
の
当

主
で
あ
る
が
、
な
ぜ
か
村
史
稿
は
彼
に
つ
い
て
何
も
記
し
て
い
な
い
。
上
手
稲

村
在
住
も
ご
く
短
期
間
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
翌
一

O
年
、
札
幌
郡
豊
平
、
土
白

石
、
白
石
、
平
岸
、
月
寒
五
カ
村
戸
長
に
任
命
さ
れ
、
手
稲
を
去
っ
て
い
る
。

北
海
道
に
お
け
る
大
小
区
画
は
、
明
治
九
年
に
明
示
さ
れ
、
札
幌
郡
が
第
一

大
区
、
上
下
手
稲
村
な
ど
六
村
が
第
四
小
区
と
さ
れ
る
。
戸
長
は
、
ほ
ぼ
小
区

ご
と
に
置
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
明
治
一

O
年
、
菅
野
が
琴
似
、
発
寒
、
上
手

稲
、
下
手
稲
四
カ
村
戸
長
に
任
命
さ
れ
る
。
当
時
の
戸
長
役
場
は
、
戸
長
の
自

宅
(
上
手
稲
)
に
置
か
れ
、
各
村
に
置
か
れ
た
村
用
掛
と
筆
生
が
直
接
の
事
務

を
取
扱
っ
て
い
た
。
戸
長
の
職
務
範
囲
は
き
わ
め
て
広
汎
で
、
こ
れ
ら
の
職
務

を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
執
行
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い

(
M
m
)
 

な
い
。
手
稲
に
お
け
る
当
時
の
資
料
と
し
て
は
、
戸
籍
簿
や
土
地
払
下
げ
の
申

達
章
一
日
な
ど
の
一
部
が
残
る
の
み
で
あ
る
。
役
場
の
経
費
は
、
主
介
し
て
戸
役
銭

(
戸
数
割
税
)
で
ま
か
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
帳
簿
類
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。

明
治
一
一
一
年
、
北
海
道
に
お
い
て
も
郡
区
町
村
編
成
法
が
施
行
さ
れ
、
大
小

区
画
が
廃
止
さ
れ
る
が
、
手
稲
を
含
む
四
村
戸
長
役
場
が
そ
の
宇
一
ま
残
る
。
一

五
年
、
琴
似
、
発
寒
と
上
手
稲
、
下
手
稲
に
、
戸
長
役
場
が
分
離
す
る
。
菅
野

は
、
「
札
幌
区
上
手
稲
、
下
手
稲
両
村
一
戸
長
中
付
候
事
、
准
等
外
二
一
等
月
俸
九

円
」
の
辞
令
を
う
け
て
、
一
六
年
ま
で
戸
長
を
勤
げ
ら
や
。
菅
野
の
あ
と
二

O
年

ま
で
戸
長
を
勤
め
た
の
は
、
菅
野
の
も
と
で
長
く
働
ら
い
て
い
た
、
同
じ
く
片

倉
家
の
但
重
臣
伊
藤
信
正
で
あ
っ
た
。
伊
藤
は
、
戸
長
退
任
後
も
こ
の
地
に
残

り
、
村
内
の
実
業
家
と
し
て
活
躍
し
、
晩
年
は
実
子
の
住
む
札
幌
へ
移
っ
て
没

し
た
。
と
も
か
く
、
二

O
年
ま
で
の
一
五
年
間
、
手
稲
の
ト
ッ
プ
・
リ
ー
ダ
ー

た
る
戸
長
を
勤
め
た
の
は
片
倉
家
の
当
主
と
旧
重
臣
で
あ
っ
た
。

明
治
二

O
年
ま
で
の
手
稲
に
と
っ
て
の
大
き
な
で
き
ご
と
の
一
つ
は
、
二
二

年
小
樽
札
幌
間
の
鉄
道
が
開
通
し
、
下
手
稲
村
の
軽
川
に
停
車
場
が
置
か
れ
た

日
本
海
沿
岸
の
石
狩
方
面
へ
の
貨
物

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
い
、

が
、
こ
の
軽
川
停
車
場
か
ら
陸
送
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
躍
し
て
交
通
の
要

所
と
な
っ
た
。
手
稲
の
社
会
・
経
済
の
中
心
が
、
徐
々
に
下
手
穏
へ
移
る
。
次

い
で
一
五
年
、
下
手
稲
村
の
北
部
地
区
へ
、
山
口
県
か
ら
集
団
移
住
が
あ
り
、
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新
た
に
山
口
村
が
つ
く
ら
れ
る
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
従
来
の
二
村
戸
長
役

場
は
、
上
手
稲
村
、
下
手
稲
村
、
山
口
村
三
村
戸
長
役
場
と
な
る
。
一
七
年
か

ら
、
上
手
稲
村
南
部
に
広
島
県
人
が
入
植
を
は
じ
め
、
上
手
稲
村
の
人
口
も
徐

々
に
増
加
す
る
が
、
下
手
稲
、
山
口
の
急
増
に
は
及
.
は
な
い
。
二
一
年
、
山
口

村
住
民
を
主
と
す
る
戸
長
役
場
の
下
手
稲
村
へ
の
移
転
運
動
が
成
功
す
る
。
上

手
稲
村
の
旧
片
倉
家
家
臣
の
手
稲
地
区
で
の
影
響
力
は
、
二

O
年
の
伊
藤
の
戸

長
退
任
と
あ
い
ま
っ
て
、
大
き
く
低
下
す
る
。
二
五
年
、
同
役
場
庁
舎
が
下
手

稲
村
軽
川
に
新
築
さ
れ
、
は
じ
め
て
独
立
し
た
庁
舎
が
も
た
れ
た
。

役
場
位
置
の
問
題
で
表
面
化
し
た
が
、
上
手
稲
と
下
手
稲
・
山
口
の
地
理
的

な
条
件
の
違
い
な
ど
か
ら
、
両
地
域
の
対
立
は
以
後
も
長
く
続
い
た
。
時
代
は

く
だ
る
が
、
村
史
稿
の
「
商
業
状
態
」
に
よ
る
と
、
下
手
稲
村
で
は
、
「
商
品

ハ
小
樽
区
ヨ
リ
仕
入
レ
之
レ
ヲ
販
売
シ
、
雑
穀
類
モ
亦
皆
小
樽
商
人
ノ
仲
買
ヲ

ナ
シ
居
ル
」
の
に
対
し
、
上
手
稲
村
で
は
、
「
単
純
ナ
ル
日
用
品
ノ
小
売
商
広

十
戸
髪
結
広
一
戸
ヲ
以
テ
僅
カ
ニ
弁
シ
居
ル
モ
其
他
多
ク
ハ
札
幌
ヨ
リ
購
入
ス

ル
モ
ノ
ト
ス
農
産
物
及
果
実
ノ
如
キ
モ
亦
主
一
一
札
幌
商
人
ノ
手
-
一
委
ヌ
」
と
い

ぅ
。
凶
三
年
の
、
上
手
稲
村
住
民
の
琴
似
村
と
の
合
併
希
望
に
対
し
、
他
の
二

村
が
強
く
反
対
し
て
実
現
し
な
か
っ
た
「
行
政
区
域
変
更
騒
キ
」
も
、
こ
の
対

立
の
顕
在
化
の
一
コ
マ
で
あ
っ
た
。

村
落
の
成
立

北
海
道
の
明
治
・
大
正
期
に
お
け
る
内
陸
部
農
業
村
落
の
「
成
立
」
の
指
標

と
し
て
、
黒
須
八
洲
次
良
氏
は
、
共
同
墓
地
と
火
葬
場
の
設
置
、
寺
小
屋
も
し

く
は
私
立
学
校
の
設
置
を
あ
げ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
成
立
」
期
に
は
、
農

業
経
営
様
式
に
お
い
て
は
ま
だ
試
行
錯
誤
の
状
態
で
あ
る
。
そ
の
安
定
は
、
次

の
「
確
立
」
期
を
ま
た
ね
ば
な
ら
弘
司
。
上
手
稲
村
の
最
初
の
移
住
は
、
相
当

規
模
の
集
団
移
住
で
あ
り
、
小
集
団
ず
つ
ば
ら
ば
ら
に
入
植
し
て
次
第
に
村
落

を
形
成
し
て
い
っ
た
北
海
道
の
内
陸
部
の
多
く
の
農
業
村
落
と
は
異
な
る
。

片
倉
家
家
臣
の
移
住
団
は
、
入
植
し
て
直
ち
に
墓
地
を
定
め
、
私
塾
・
時
習

塾
を
閲
ら
き
、
後
年
の
上
手
稲
神
社
で
あ
る
小
柄
を
建
立
し
た
。
私
塾
は
、
開

設
の
一
一
年
後
、
公
立
学
校
で
あ
る
上
手
稲
簡
易
教
育
所
と
な
っ
た
。
し
か
し

農
業
経
営
は
な
か
な
か
安
定
し
な
か
っ
た
。
二
九
年
の
記
録
で
も
、
「
職
業
は

村
氏
の
生
計
専
ら
農
に
あ
れ
ど
も
、
地
乾
燥
に
し
て
、
肥
銭
な
ら
ざ
る
を
以
(
凶
)

て
、
小
農
は
駄
馬
を
以
て
、
賃
銭
を
得
て
生
計
の
補
と
な
す
と
い
ふ
」
と
あ
る
。

こ
の
た
め
、
十
勝
な
ど
道
内
の
さ
ら
に
新
し
い
開
拓
地
へ
移
っ
た
者
も
多
か
っ

た
と
い
う
。
や
や
安
定
を
み
せ
る
の
は
、
水
田
耕
作
が
本
格
化
し
た
三
五
年
こ

(
却
〉

ろ
か
ら
と
い
わ
れ
る
。
た
だ
、
札
幌
に
近
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
々
の
兼
業
機

会
の
得
ら
れ
た
点
は
、
他
の
内
陸
部
農
村
に
比
し
て
恵
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
上
手
稲
村
に
対
し
下
手
稲
村
で
は
、
散
発
的
に
移
住
し
て
き
た
も
の
が
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多
い
。
ま
た
、
こ
の
地
区
は
、
銭
商
道
の
中
継
地
点
、
後
に
は
鉄
道
開
通
に
よ

る
石
狩
地
方
へ
の
輸
送
中
継
点
と
し
て
発
展
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
純
粋
の
農

業
村
落
で
は
な
い
。
二
九
年
の
記
録
で
は
、
「
職
業
は
雑
商
及
馬
追
渡
世
、
炭

焼
を
な
す
者
多
し
、
近
年
農
業
純
増
加
せ
り
、
風
俗
は
諸
国
の
集
合
に
し
て
、

家
々
同
か
知
山
」
と
あ
る
。

山
口
村
で
は
、
最
初
に
入
椋
し
た
山
口
県
人
の
大
半
が
離
散
し
、
の
ち
に
入

っ
た
広
島
県
人
に
農
業
が
引
き
つ
が
れ
る
。
入
植
し
た
翌
年
の
山
口
県
人
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
な
記
録
が
あ
る
。
「
生
計
上
頗
ル
困
難
ヲ
来
シ
諸
方
ニ
出
稼

ス
ル
者
日
一
日
ヨ
リ
多
キ
ヲ
加
フ
釜
シ
諸
移
民
ハ
農
業
ニ
熟
達
セ
ズ
忍
耐
力
ニ

(
沼
)

乏
シ
ク
且
ツ
独
身
者
多
キ
ヲ
以
テ
随
テ
土
着
/
念
モ
厚
カ
ラ
ザ
ル
ナ
ル
ベ
シ
」
。

し
か
し
、
土
地
の
も
と
も
と
悪
か
っ
た
こ
と
も
、
大
き
い
理
由
で
あ
っ
た
。
農

業
村
落
で
は
あ
る
が
、
上
手
稲
村
に
く
ら
べ
て
も
「
小
売
商
応
ノ
如
キ
モ
僅
カ

ニ
一
戸
ア
ル
ニ
過
キ
ス
」
と
い
う
状
態
で
、
村
落
と
し
て
の
独
立
性
を
確
保
す

る
こ
と
も
困
難
で
あ
っ
た
。
「
農
業
ヲ
以
テ
専
務
ト
ナ
シ
殊
ニ
砂
土
ナ
ル
ヲ
以

テ
地
味
不
良
収
穫
少
キ
ヨ
リ
住
民
何
レ
モ
多
ク
ノ
地
積
ヲ
耕
作
セ
サ
レ
ハ
不
可

(
幻
)

能
ナ
リ
ト
ス
」
と
い
わ
れ
た
。

戸
長
役
場
時
代
に
は
、
戸
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
一
村
二
人
の
総
代
人
の
制

度
が
あ
っ
た
が
、
総
代
人
に
つ
い
て
は
、
戸
長
役
場
の
移
転
の
際
に
、
山
口
村

(
川
崎
)

の
総
代
が
道
庁
に
働
ら
き
か
け
た
と
の
記
録
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
村

内
の
地
域
を
分
け
る
区
の
組
織
に
つ
い
て
も
、
四
四
年
に
つ
い
て
「
目
下
七
区

{
お
)

-
一
区
別
シ
テ
部
長
ヲ
置
キ
公
務
ヲ
取
扱
ハ
シ
ム
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
。

隣
村
の
琴
似
・
発
寒
に
つ
い
て
は
、
若
干
の
記
録
が
あ
る
。
一
五
年
ま
で
両

村
と
も
手
稲
と
同
じ
戸
長
役
場
に
属
し
て
い
た
か
ら
、
手
稲
も
同
様
だ
っ
た
可

能
性
が
強
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
部
長
、
組
長
の
以
前
に
、
ほ
ぼ
二
五
一
戸
を
ま

と
め
る
伍
長
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
伍
長
、
総
代
、
村
岡
掛
は
さ
ほ
ど

機
能
分
化
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
一
人
が
歴
任
す
る
こ
舟
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
「
副
戸
長
の
家
に
つ
る
し
て

あ
る
番
木
を
叩
く
と
伍
長
(
の
ち
の
村
用
掛
)
が
来
て
、
通
達
を
受
け
、
こ
れ

(
お
)

を
一
般
に
知
ら
せ
る
と
い
う
も
の
」
だ
っ
た
と
い
う
。
戸
長
の
広
汎
な
職
務
内

容
は
、
そ
の
ま
ま
各
地
区
で
の
組
長
の
職
務
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
う
す
る
と

当
時
の
末
端
の
「
自
治
」
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
な
り
た
っ
て
い
た
と
い
え

よ
h

ヲ。

「
自
治
」
の
資
料
は
き
わ
め

γ
断
片
的
で
あ

る
。
断
片
的
な
資
料
か
ら
の
推
測
で
あ
る
が
、
戸
宮
沢
役
場
時
代
に
は
組
長
会
が

地
区
に
つ
い
て
の
権
限
を
か
な
り
の
程
度
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
村
外
か

全
道
的
に
み
て
も
、
末
端
の

ら
来
て
短
期
間
で
去
る
戸
長
の
場
合
に
は
ど
の
程
度
芸
質
的
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
簿
で
き
た
か
、
い
ち
が
い
に
は
い
え
な
い
が
か
な
り
疑
問
で
も
あ
る
。

四

地
域
リ
ー
ダ
ー
層
の
交
代

伊
藤
の
あ
と
、
三
五
年
の
二
級
町
村
移
行
ま
で
の
一
五
年
間
に
、
七
人
の
戸
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表1 手稲地区の人口

¥ H ~ Ig一一「一一pi fl'f] 16 ~ i fl'f] 20 ~ I fl'f] 24 ~ i fl'f] 42 ~ I 村 名 1扮治5年!同 13年!同 16年 l同 m年l同以年|同 42年 l
i上手稲村| 加 276 288 702 I 847 1，376 
(下手稲村 95 166 190 ω4 839 1，675 

[山口村 l ー 134 518 534 i 621 1 

i 計 3ぉ 442 612 1，803 2，220 3，672 
1一一一一一一一ι一一一一」一一←ー--一一一一一←」一一ーー--一一一←一一
(注)村史稿，町村沿革/件より作成

長
が
次
つ
ぎ
と
就
任
す
る
。

年
に
就
任
し
た
小
野
総
次
郎
が
初

代
村
長
も
三
年
勤
め
、
通
算
七
年

間
戸
長
、
村
長
の
座
に
あ
っ
た
の

で
例
外
的
な
も
の
と
し
て
除
い
て

数
え
る
と
、
二

O
年
か
ら
一
二
一
年

ま
で
の
-
一
年
間
に
、
六
人
が
戸

長
に
就
任
し
た
。
平
均
し
て
一
人

が
二
年
足
ら
ず
で
あ
る
。
な
か
に

は
、
一
年
未
満
の
も
の
も
あ
る
。
ぃ

ず
れ
も
村
の
出
身
者
で
は
な
い
。

当
時
の
戸
長
に
は
、
郡
役
所
書
記

な
ど
を
任
用
す
る
の
が
一
般
的
だ

っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
も
、
二
、

一
年
た
ら
ず
の
聞
に
い
く
つ
か
の

戸
長
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
歴
任
す
る
例

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
公
選
制
↓

任
命
制
イ
コ
ー
ル
官
治
の
強
化
と

ス
ト
レ
ー
ト
に
決
め
て
よ
い
か
ど

う
か
。
当
時
の
こ
の
種
の
問
題
を

み
る
た
め
の
資
料
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
ご
く
少
な
い

他
村
の
例
(
た
と
え
ば
空
知
郡
歌
志
内
村
、
様
一
戸
郡
新
十
津
川
村
な
ど
)
を
み

て
も
、
評
価
は
慎
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
弘
問
。

い
っ
ぽ
う
、
各
村
の
人
口
の
面
で
、
下
手
稲
は
一
一
四
年
に
上
手
稲
と
ほ
ぼ
肩

を
並
べ
る
に
至
っ
た
(
第
一
表
)
。
一
戸
長
役
場
の
移
転
に
続
い
て
、
寺
院
、
神

社
も
下
手
稲
に
建
設
さ
れ
る
。
北
海
道
に
お
け
る
資
本
制
大
農
場
の
試
み
と
し

て
注
目
さ
れ
た
開
進
社
の
第
五
会
所
(
一
四
年
開
設
)
は
、
翌
年
、
移
住
者

の
入
植
を
み
る
に
至
ら
ず
倒
産
閉
鎖
さ
れ
る
が
、
下
手
稲
に
移
住
者
の
増
加
す

(
却
)

る
契
機
に
は
な
っ
た
と
い
う
。
前
回
農
場
支
場
の
開
設
(
二
七
年
)
も
、
下
手

稲
に
と
っ
て
大
き
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
農
場
が
地
域
に
及
ぼ
し
た
影
響
を

具
体
的
に
は
あ
ま
り
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
小
作
人
の
営
農
指
導
を
積
極

的
に
行
な
い
、
当
時
ま
だ
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
乳
牛
の
導
入
に
よ
る
有
畜
農

業
の
推
進
、
泥
炭
地
の
改
良
を
進
め
た
。
前
回
農
場
事
務
長
の
竹
内
静
勝
が
四

一
一
一
年
道
会
議
員
に
当
選
し
た
こ
と
は
、
前
回
農
場
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
示
す

(
飢
)

も
の
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
三
一
年
の
北
海
道
造
林
合
資
会
社
の
軽
川
に
お
け

る
創
立
も
、
下
手
稲
に
と
っ
て
は
大
き
い
。
四
二
年
の
記
録
は
、
同
社
に
つ
い
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て
「
現
今
琴
似
駅
よ
り
朝
里
駅
に
至
る
五
停
車
場
を
控
え
た
る
運
輸
至
便
の
地

に
於
て
面
積
殆
ど
一
万
町
の
山
林
を
有
し
着
々
成
功
し
つ
つ
あ
り
」
と
記
し
、

{
訟
)

下
手
稲
の
中
心
的
二
大
事
業
と
し
て
前
回
農
場
と
同
社
と
を
援
べ
て
い
る
。

ま
た
、
下
手
稲
の
な
か
で
も
軽
川
に
は
、
村
の
中
心
と
な
る
と
と
も
に
有
力
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な
商
庖
が
現
わ
れ
る
。
三
二
年
こ
ろ
に
つ
い
て
の
談
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
に
は

軽
川
に
は
四

O
軒
ほ
ど
の
人
家
が
立
ち
並
び
、
の
ち
長
く
村
内
の
有
力
な
商
人

と
し
て
統
い
た
松
井
、
蓑
輪
、
国
領
な
ど
の
商
庖
が
、
食
料
品
、
日
用
品
な
ど

を
扱
っ
て
す
で
に
関
か
れ
て
い
た
と
い
う
。
明
治
・
大
正
期
の
村
落
に
お
け
る

商
応
は
、
情
報
セ
ン
タ
ー
と
し
て
、
ま
た
広
く
村
落
と
外
部
を
つ
な
ぐ
結
節
機

関
と
し
て
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
。
こ
れ
ら
有
力
商
人
の
村
へ
の
影
符
力

も
大
き
く
、
昭
和
一
一
二
年
の
初
の
民
選
村
長
選
に
、
蓑
輪
商
広
の
二
代
目
が
無

(
お
)

競
争
で
当
選
し
た
こ
と
は
、
そ
の
象
徴
的
な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。

五

二
級
町
村
・
手
稲
村

ニ
二
年
の
市
制
町
村
制
の
施
行
が
除
外
さ
れ
た
北
海
道
に
お
い
て
、
本
州
の

町
村
と
ほ
ぼ
制
度
を
同
じ
く
す
る
北
海
道
一
級
町
村
制
が
施
行
さ
れ
た
の
は
、

三
三
年
で
あ
っ
た
。
町
村
長
以
下
主
要
職
員
の
人
件
費
を
負
担
す
る
か
わ
り
に

官
選
と
す
る
、
北
海
道
特
有
の
北
海
道
二
級
町
村
制
は
、
三
五
年
に
施
行
さ
れ
、

手
稲
も
二
級
町
村
に
指
定
さ
れ
る
。

三
五
年
の
上
手
稲
、
下
手
稲
、
山
口
の
三
村
を
あ
わ
せ
て
の
こ
級
町
村
手
稲

村
の
誕
生
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
大
曲
球
場
監
督
、
木
材
会
社
支
配
人
、
有

力
商
底
主
と
い
う
、
以
後
の
村
の
政
治
・
行
政
に
影
響
力
の
大
き
い
地
元
有
力

者
層
が
形
成
さ
れ
る
。
こ
こ
に
官
選
の
村
長
が
加
わ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
村
政

が
展
開
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
次
稿
の
課
題
と
し
た
い
。
二
級
村
長
の
村
内

に
お
け
る
役
割
も
注
目
さ
れ
る
課
題
で
あ
る
。
二
級
町
村
移
行
時
の
村
長
を
補

佐
す
る
村
役
場
職
員
は
、
わ
ず
か
書
記
三
名
(
う
ち
一
名
は
収
入
役
兼
務
)
で

あ
っ
た
。
い
か
に
低
負
担
低
福
祉
の
時
代
と
は
い
え
、
事
務
の
大
半
は
住
民
組

織
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
末
端
行
政
は
、
住
民
組
織
を
除
い

て
は
諮
り
え
な
い
し
、
ま
た
そ
の
住
民
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
の
役
割
も
大
き
い
で

あ
ろ
う
。
二
級
町
村
移
行
と
同
時
に
、
手
稲
で
は
じ
め
て
の
村
会
議
員
選
挙
が

(
お
)

行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

お

わ

り

に

北
海
道
を
事
例
と
す
る
場
合
、
常
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
木
州
と
の
差
異
で

あ
る
。
地
方
で
の
研
究
が
往
々
に
し
て
差
異
を
強
調
し
す
ぎ
る
傾
向
を
も
ち
、

そ
の
点
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
強
調
し
す
ぎ
る
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
政
党
別
得
票
率
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
地
域
差

(
現
在
で
も
、
そ
れ
は
か
な
り
大
き
い
)
を
ど
う
説
明
す
る
か
と
い
う
問
題
は

残
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
「
基
本
的
」
な
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
北

海
道
の
一
小
地
域
の
変
化
を
、
で
き
る
だ
け
資
料
に
忠
実
に
追
お
う
と
し
た
。

入
手
し
う
る
資
料
の
少
な
さ
と
、
ま
た
同
時
に
資
料
発
掘
の
不
十
分
さ
を
痛
感

す
る
が
、
手
稲
村
の
初
期
の
大
す
じ
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

故
宮
田
容
甫
教
授
は
、
「
と
く
に
大
正
中
期
以
後
内
地
農
村
し
」
北
海
道
農
村

と
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
お
い
て
そ
の
同
質
化
の
過
程
が
進
行
し
た
と
考
え
ら
れ
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る
」
と
さ
れ
、
「
と
く
に
昭
和
中
期
以
後
の
い
わ
ゆ
る
戦
時
農
村
を
経
由
し
た

終
戦
当
時
に
あ
っ
て
は
、
雨
者
の
差
異
は
質
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
過
程
の
進
度
の
差
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
面
を
濃
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
」

と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
戦
後
の
北
海
道
農
村
秩
序
の
動
態
化
と
日
本
農
村
に

お
け
る
そ
れ
と
を
同
質
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
視
座
の
設
定
が
可
能
」
で
あ

る
と
さ
九
問
。
富
田
教
授
の
問
題
意
識
と
関
連
す
る
と
、
問
題
は
、
一
二
五
年
の

二
級
町
村
制
移
行
後
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
こ
へ
歪
ら
な
い
で
し
ま
っ
た
。
次

稿
を
期
し
た
い
。
富
田
教
授
の
こ
の
稿
よ
り
現
在
ま
で
三
五
年
の
歳
月
が
流
れ

た
。
手
稲
村
も
、
大
都
市
内
の
住
宅
地
に
一
変
し
た
。
こ
の
一
一
一
五
年
間
の
北
海

道
農
村
の
社
会
や
政
治
に
つ
い
て
の
研
究
蓄
積
の
整
理
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

北海道における農村自治体の形成

〔

1
)

同
村
で
、
最
初
に
村
史
作
成
が
試
み
ら
れ
た
の
は
、
明
治
凶
一
二
(
-
九

一
O
〉
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
翌
年
に
予
定
さ
れ
た
当
時
の
皇
太
子
の

北
海
道
訪
問
の
際
に
、
管
内
の
各
町
村
の
治
革
史
を
献
上
し
よ
う
と
し
て
、

札
幌
支
庁
か
ら
同
村
に
対
し
て
も
沿
革
史
提
出
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
契

機
と
な
っ
て
い
る
。
同
村
で
も
、
大
字
下
手
稲
村
の
前
田
農
場
が
御
休
所

に
指
定
さ
れ
た
。
岡
村
に
限
ら
ず
、
こ
の
と
き
作
成
さ
れ
た
資
料
は
、
の

ち
の
各
町
村
史
の
作
成
に
有
効
に
用
い
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
(
『
札
幌
の

歴
史
』
四
号
・
昭
和
五
八
年
・
一
三
ニ
頁
以
下
)
。
各
町
村
か
ら
提
出
さ
れ

た
も
の
(
北
海
道
所
蔵
『
明
治
四
十
四
年
七
月
町
村
誌
資
料
札
幌
支

庁
巴
が
、
同
誌
同
号
以
下
に
復
刻
さ
れ
た
。
同
村
に
つ
い
て
は
、
手
稲

村
「
町
村
沿
背
中
/
件
」
(
同
五

O
頁
以
下
)
参
照
。
こ
の
「
沿
革
」
に
は
、

「
本
村
ニ
ハ
従
来

mm
宮
中
編
纂
ノ
モ
ノ
ナ
キ
ヲ
以
テ
材
料
-
一
乏
シ
ク
為
メ
ニ

期
日
遅
延
-
一
相
成
侯
右
御
承
知
相
成
度
候
」
と
の
前
書
主
が
付
さ
れ
て

い
る
。こ
の
沿
革
の
草
稿
と
み
ら
れ
る
も
の
が
、
一
絞
近
発
見
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、

書
か
れ
た
時
期
、
内
容
、
文
体
な
ど
か
ら
、
沿
革
の
母
体
と
な
っ
た
と
思

わ
れ
る
毛
筆
、
罫
紙
約
二

O
O枚
の
『
明
治
凶
同
年
三
月
起
手
稲
村
史

原
稿
仙
堂
お
』
(
札
幌
市
手
稲
記
念
館
蔵
)
で
あ
る
。
仙
堂
が
だ
れ
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
当
時
の
村
役
場
の
職
員
か
関
係
者
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
原
稿
に
は
当
初
頁
数
が
入
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
欠
け
た
部
分

も
散
見
さ
れ
、
保
存
状
態
は
よ
く
な
い
。

次
の
村
史
は
、
昭
和
二
六
(
一
九
五
一
)
年
十
一
月
、
開
基
八

O
年、

町
制
施
行
を
機
会
に
町
役
場
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
手
掛
附
町
誌
』
(
以
下
「
旧

町
誌
」
と
略
記
す
る
〉
で
あ
る
。
執
筆
者
は
、
当
時
の
町
助
役
大
谷
勝
雄

氏
で
あ
る
。
明
治
期
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
前
記
「
村
史
原
稿
」
を
ほ
と

ん
ど
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
お
り
、
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
部
分
は
、
開

拓
使
事
業
報
告
、
札
幌
県
勧
業
課
年
報
、
若
干
の
近
隣
町
村
史
な
ど
に
よ

る
も
の
で
あ
り
、
独
自
の
資
料
発
掘
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。

三
番
目
の
も
の
は
、
札
幌
市
へ
の
合
併
後
の
昭
和
四
三
(
一
九
七
八
)

年
同
市
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
手
稲
町
誌
』
(
以
下
「
新
町
誌
」
と
略
記
す

る
)
で
あ
る
。
こ
の
執
筆
者
は
、
石
狩
管
内
の
小
学
校
長
を
歴
任
し
て
、

退
職
後
手
稲
町
に
居
住
し
た
土
肥
次
男
氏
で
あ
る
。
明
治
期
の
記
述
に
つ

い
て
は
、
前
記
「
村
史
原
稿
」
、
「
沿
革
」
を
参
照
し
て
お
ら
ず
、
旧
町

誌
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
隣
町
で
あ
っ
た
琴
似

町
の
『
琴
似
町
史
』
(
昭
和
三
一
年
・
札
脱
市
刊
)
か
ら
多
く
の
引
用
を
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研究ノート

行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
町
史
は
、
更
科
源
蔵
氏
(
北
海
道
史
研
究
者
)
の

同
二
五
年
当
時
の
執
筆
に
な
る
も
の
と
さ
れ
、
明
治
期
に
つ
い
て
か
な
り

綿
密
な
資
料
探
索
が
な
さ
れ
て
い
る
。
土
肥
氏
は
、
新
町
誌
の
「
あ
と
が

き
」
の
な
か
で
、
資
料
の
収
集
・
整
理
に
と
ど
ま
っ
た
た
め
、
こ
れ
を

「
町
史
」
と
せ
ず
、
あ
え
て
「
町
誌
」
と
し
た
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、

札
幌
市
と
の
合
併
時
の
町
長
蓑
輪
早
三
郎
氏
は
、
同
じ
「
は
し
が
き
」
の

な
か
で
、
手
稲
村
役
場
で
は
、
終
戦
時
大
量
の
書
類
を
焼
却
し
た
た
め
、

戦
前
に
つ
い
て
の
資
料
が
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
と
記
し
て
い
る
。
な

お
、
昭
和
四
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
手
稲
百
年
の
歩
み
・
年
表
』
(
手
稲

地
区
間
基
百
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
刊
〉
も
、
土
肥
氏
の
執
筆
で
あ
る
。

(

2

)

「
札
幌
市
郊
外
地
区
(
手
稲
)
の
政
治
意
識
調
査

(
1
)
|
(
6
)
」

(
『
北
大
法
学
論
集
』
二

O
巻
二
号
・
昭
和
四
四
年

l
二
九
巻
三
・
四
合
併

号
・
同
五
山
年
所
収
)
参
照
。
こ
の
地
区
の
戦
前
期
の
概
略
に
つ
い
て
は
、

同
(

1

)

の
小
川
口
先
一
教
授
執
筆
部
分
参
照
。

(
3
〉
前
記
「
泊
卒
ノ
件
」
は
集
団
移
住
前
の
状
況
を
、
「
太
古
時
代
ト
何
等

異
ナ
ル
処
ナ
シ
」
と
記
し
て
い
る
(
凶
九
京
〉
。
ま
た
、
札
幌
の
古
老
の

明
治
四
四
年
の
談
に
よ
る
と
、
「
四
年
の
春
私
共
の
来
た
時
は
小
樽
へ
船

で
上
陸
し
て
そ
れ
か
ら
銭
函
ま
で
海
岸
を
来
て
、
銭
函
か
ら
札
幌
へ
来
る

に
は
、
ア
イ
ヌ
、
か
銭
函
海
岸
へ
漁
業
に
出
る
た
め
に
通
っ
た
道
を
た
ど
っ

て
来
た
が
、
道
幅
は
僅
か
一
、
二
尺
位
で
そ
れ
も
今
の
よ
う
に
真
直
で
は

な
く
て
、
あ
ち
こ
ち
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
た
道
で
あ
っ
た
が
、
四
年
銭
函
か
ら

札
幌
ま
で
新
道
関
さ
く
の
設
計
が
で
き
て
、
同
年
十
一
月
頃
工
事
に
着
手

し
た
が
年
内
に
銭
函
か
ら
三
皇
で
き
て
、
五
年
末
に
は
全
部
開
通
し
た
。

翌
六
年
に
は
移
住
民
が
ど
し
ど
し
・
占
え
て
来
た
か
ら
、
こ
れ
に
要
す
る
米

味
噌
や
且
管
内
機
械
類
の
運
織
で
、
銭
函
か
ら
札
幌
ま
で
荷
車
が
続
い
た
位

で
あ
る
」
(
河
野
常
吉
編
『
さ
っ
ぽ
ろ
昔
話
・
明
治
編
上
』
昭
和
五
一
一
一
年
・

み
や
ま
書
房
・
八
五
、
六
頁
)
。

(

4

)

く
わ
し
く
は
、
大
庭
孝
生
「
札
幌
周
辺
の
移
住
お
よ
び
開
拓
地
減
の
変

遷

l
一
一
一
県
一
局
時
代
を
中
心
と
し
て
」
(
『
新
し
い
道
史
』
二

O
号
・
昭
和

四
二
年
〉
参
照
。

ハ
5
)

政
居
制
を
と
る
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
は
、
開
発
政
策
の
立
案
者
の
問

で
も
か
な
り
論
議
さ
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
〈
『
新
北
海
道
史
西
巻
』
・
昭
和

四
八
年
・
一

O
九
三

l
一
O
二
頁
「
移
住
村
落
の
類
型
と
そ
の
性
務
」
の

項
参
照
)
。
た
と
え
ば
、
新
渡
戸
稲
造
は
、
日
本
の
当
時

m
状
況
か
ら
し

て
疎
居
制
が
不
適
当
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
(
同
『
農
業
木
諭
』
・

同
全
集
二
巻
・
昭
和
四
四
年
・
教
文
館
・
所
収
・
二
四
三
頁
以
下
)
。
政
居

か
密
居
か
は
、
現
在
に
お
い
て
も
食
民
の
生
活
ゃ
な
識
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
。
最
近
の
論
考
と
し
て
は
、
国
畑
保
「
北

海
道
農
村
社
会
構
造
論
」
(
湯
沢
誠
編
『
北
海
道
農
業
論
』
・
昭
和
五
九
年
・

日
本
経
済
評
論
社
)
な
ど
が
興
味
深
い
。

(
6
〉
移
住
者
の
配
置
は
、
一
戸
あ
た
り
間
口
四

O
問
(
つ
ま
ち
、
銭
関
道
に

回
し
て
、
隣
家
屋
と
の
間
隔
が
ほ
ぼ
四

O
閥
、
七
二
メ
ー
ト
ル
)
、
奥
行

き
三

O
O問
〈
五
四

0
メ
ー
ト
ル
〉
で
あ
っ
た
(
白
石
開
法
百
年
記
念
事

業
協
賛
会
編
『
白
石
発
展
百
年
史
』
・
昭
和
四
五
年
・
向
ム
号
。

(

7

)

こ
の
時
期
の
行
政
区
画
を
み
る
と
、
少
な
く
と
も
内
陸
部
に
つ
い
て
は
、

「
町
村
」
と
「
村
落
」
と
が
向
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
ば

の
使
い
か
た
の
例
は
、
た
と
え
ば
、
『
開
拓
使
事
業
報
告
第
一
一
編
』
(
復
刻

版
・
昭
和
五
六
年
・
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
)
ご
三
ニ

l
五
二
頁
参
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北海道における農村自治体の形成

照
。
な
お
、
自
然
村
と
行
政
村
の
問
の
当
時
の
本
州
農
村
で
の
事
情
に
つ

い
て
は
、
福
島
正
夫
・
徳
田
良
治
「
明
治
初
年
の
町
村
会
」
(
明
治
史
料

研
究
連
絡
会
編
『
明
治
史
研
究
叢
書
E
・
地
租
改
正
と
地
方
自
治
制
』
・

昭
和
三
一
年
・
御
茶
の
水
害
一
房
・
所
収
)
な
ど
参
照
。
本
州
農
村
で
の
大

き
な
問
題
も
、
北
海
道
で
は
少
な
く
と
も
内
陸
新
開
地
で
は
全
く
問
題
と

な
ら
な
か
っ
た
。
明
治
期
の
地
方
自
治
制
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
は
、

関
=
ヌ

ω
S
5
2
w
p
c
n胆
円
の
。
〈
四
円
ロ
目
。
ロ
丹
F

ロ
同
丘
福
岡
r
]「申
a
p
の
な
か
の

与・

N

吋
7
0
刷
出

Er--∞
ゲ
目
。

E
C問
手
。
宮
内
C
F
戸

D口
色
。

D
2
2
5
8仲

ω
ヨ
Z
S
が
興
味
深
い
。

(

8

)

も
っ
と
も
、
村
の
境
界
が
公
式
に
明
示
さ
れ
る
の
は
、
翌
年
の
こ
と
で

あ
る
。
翌
六
年
の
同
局
布
達
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
今
般
当
局
官
員

出
張
/
上
仮
ニ
各
村
経
界
ヲ
定
絵
図
ヲ
編
成
ジ
各
村
江
モ
下
ゲ
波
候
条
毎

村
近
傍
山
川
境
界
ト
為
ス
ベ
キ
場
所
予
メ
注
意
致
シ
琶
可
申
事
」
〔
い
ず

れ
も
『
琴
似
町
史
』
よ
り
引
用
〉
。

ハ
9
)

村
史
稿
。
こ
の
時
期
の
北
海
道
の
状
態
に
つ
い
て
は
、
高
倉
新
一
郎
『
北

海
道
拓
殖
史
』
(
復
刻
版
・
昭
和
五
凶
年
・
北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
)

七
七
、
八
頁
な
ど
参
照
。

(m〉
北
海
道
に
お
け
る
戸
籍
法
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
は
、
清
水
昭
典
「
北

海
道
に
お
け
る
地
方
制
度
の
成
立
と
変
遷
」
(
関
秀
志
編
『
北
海
道
の
研

究
・
第
五
巻
』
・
昭
和
五
八
年
・
清
文
堂
・
所
収
)
、
鈴
江
英
一
「
明
治
初

期
北
海
道
に
お
け
る
町
村
統
治
制
度
の
形
成
(
一
可
(
二
〉
」
(
『
新
し
い

道
史
』
四
三
号
、
四
四
号
・
昭
和
四
六
年
)
参
照
。
こ
の
施
行
は
全
道
同

時
で
は
な
く
、
道
内
全
地
域
で
の
完
了
ま
で
に
五
年
か
か
っ
た
と
い
わ
れ

る
(
清
水
・
前
掲
論
文
七
三
頁
可
北
海
道
で
は
、
入
植
と
医
砥
設
定
と

を
同
時
に
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
も
彰
響
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
戸
籍
法
制
定
者
と
地
方
の
施
行
者
の
聞
の
意
織
の
く
い
ち

が
い
が
、
本
州
で
は
さ
ま
、
さ
ま
な
問
題
を
引
き
お
こ
す
が
、
北
海
道
の
内
陸

新
開
地
で
は
問
題
と
な
ら
な
か
っ
た
(
福
島
・
徳
田
前
掲
稿
一
二
四
頁
〉
。

(
日
)
前
掲
・
新
町
誌
上
一
二
六
頁
か
ら
引
用
。

(
ロ
)
約
六

O
O名
の
移
住
岡
で
あ
る
政
渉
組
合
の
役
職
と
そ
の
順
位
、
人
数

(
カ
ッ
コ
内
)
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
執
事
ハ
1
一
}
、
添
役
ハ
3
一)、

会
計
司

(
3
〉
、
監
察

(
2
〉
、
書
記
者
・
始
末
係

(
3
〉
、
算
生
(

4

)

、

医
師
(

2

)

(

前
掲
・
白
石
発
展
百
年
史
)
。
こ
の
組
合
で
の
役
職
者
の
順

位
は
、
旧
家
臣
時
代
の
位
と
か
な
り
の
程
度
対
応
す
る
よ
う
で
あ
る
。

(
臼
〉
前
掲
・
白
石
発
展
百
年
史
に
よ
る
と
、
三
木
は
、
「
渡
航
す
る
船
中
か

ら
孝
郷
(
佐
藤
〉
と
意
見
が
合
わ
ず
」
、
三
木
に
従
う
も
の
が
手
稲
に
入

植
し
た
と
い
う
(
四
二
頁
)
。
な
お
、
手
稲
村
の
初
代
の
副
戸
長
が
一
二
木

で
あ
る
か
否
か
の
資
料
は
な
い
。

(
M
〉
『
開
拓
使
事
業
報
告
第
二
編
』
(
復
刻
版
・
昭
和
五
八
年
・
北
海
道
出
版

企
画
セ
ン
タ
ー
〉
三

O
頁
。
も
ち
ろ
ん
、
人
口
だ
け
が
そ
の
理
由
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
(
下
手
稲
の
住
民
は
)
自
ラ
風
俗
人
情
及
移
住
/

性
質
出
生
国
ノ
差
等
惣
テ
趣
キ
ヲ
異
ニ
セ
ル
ヲ
以
テ
割
イ
テ
下
手
稲
村
ト

ナ
シ
」
と
も
あ
る
(
前
掲
・
町
村
治
革
/
件
五

O
頁)。

(
日
〉
制
度
的
に
み
る
と
、
戸
長
、
副
戸
長
は
、
地
方
公
務
員
(
公
吏
)
を
は

じ
め
て
国
家
的
に
制
度
化
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
北
海
道
の
場
合
、
こ

れ
ら
の
者
へ
の
給
与
は
官
給
で
あ
っ
た
が
、
全
国
的
に
は
そ
の
運
用
は
か

な
り
ま
ち
ま
ち
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
亀
卦
川
浩
『
自
治

五
十
年
史
』
(
復
刻
版
・
昭
和
五
二
年
・
文
生
書
院
)
三

O
頁
以
下
参
照
。
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研究ノート

北
海
道
で
は
、
『
開
拓
使
事
業
報
告
第
一
一
稲
』
を
み
る
と
、
人
員
統
計
の

欄
で
は
官
吏
の
最
後
の
部
分
に
の
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
任
免
表
(
移
動
の

統
計
)
で
は
の
せ
ら
れ
て
い
な
い
0

・
官
吏
と
「
一
般
人
民
」
の
中
間
的
存

在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
官
給
で
あ

る
こ
と
に
対
応
し
て
、
任
免
権
は
開
拓
使
に
あ
っ
た
が
、
地
元
の
志
向
を

無
視
し
た
一
方
的
な
任
免
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
の
か
、
速
断
で
き
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
積
の
問
題
に
お
い
て
は
、
制
度
を
震
視
す
る
か
実
態
を

重
視
す
る
か
で
、
判
断
の
大
き
く
分
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
明
治
五
年
の
月
俸
は
、
戸
長
七
円
、
副
戸
長
五
円
で
あ
り
、
官
吏

に
準
ず
る
身
分
と
さ
れ
た
の
は
明
治
七
年
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
に
任

命
さ
れ
た
者
の
な
か
で
は
、
の
ち
地
元
を
離
れ
て
開
拓
使
庁
、
県
庁
の
官

吏
と
し
て
勤
務
す
る
の
も
多
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

(
日
四
》
前
掲
・
事
業
報
告
第
一
一
編
は
、
沿
革
の
一
一
一
年
の
部
分
に
、
「
七
月
郡

長
以
下
職
制
ヲ
定
ル
左
ノ
如
γ
)
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

コ
戸
長
ハ
布
告
布
達
ヲ
町
村
ニ
示
シ
地
租
及
諸
税
ヲ
取
纏
メ
上
納
戸
籍
徴

兵
下
調
地
所
建
物
船
舶
質
入
詩
入
並
二
%
貿
奥
書
加
印
地
券
台
帳
迷
子
捨

子
及
行
旅
病
人
変
死
人
其
他
事
変
ア
ル
ト
キ
ハ
普
察
官
ニ
報
知
シ
天
災
又

ハ
非
常
ノ
雄
日
一
澄
ブ
窮
迫
者
及
孝
子
節
婦
共
他
篤
行
者
ヲ
兵
状
シ
町
村
ノ

幼
童
就
学
勧
誘
町
村
内
ノ
人
民
印
影
簿
ヲ
整
霞
諸
帳
簿
保
存
体
目
守
河
港
道

路
堤
防
橋
梁
其
他
修
繕
保
存
ス
へ
キ
者
ニ
就
キ
利
害
ヲ
兵
状
ス
ル
等
及
本

支
庁
長
官
又
ハ
都
区
長
ヨ
リ
命
令
/
事
務
ハ
規
則
又
ハ
命
令
ニ
依
テ
服
務

其
他
町
村
限
リ
道
路
橋
梁
用
悪
水
ノ
修
繕
掃
除
等
凡
協
議
費
支
弁
事
件
ヲ

幹
理
ス
ル
ハ
此
限
ニ
非
ス
」
(
七
三
、
凶
頁
〉
。

ま
た
、
一
二
年
の
札
幌
本
庁
達
は
、
「
各
町
村
戸
長
事
務
取
扱
所
ハ
戸

長
役
場
ト
称
λ

へ
γ
但
一
戸
長
役
場
ハ
其
町
村
ノ
便
宜
-
一
依
リ
広
宅
-
一
於
テ

事
務
ヲ
取
扱
モ
妨
ナ
シ
」
と
し
、
「
戸
長
ニ
付
属
九
ル
筆
生
又
ハ
手
伝
人

等
ヲ
雇
時
ハ
部
区
長
ノ
許
可
ヲ
得
戸
長
ニ
於
テ
申
付
ル
者
ト
〈
」
と
あ
る
。

一
一
一
一
年
の
根
室
支
庁
遥
は
、
「
町
村
用
掛
筆
生
手
伝
人
等
ノ
月
給
ハ
六
円

以
下
ヲ
以
戸
口
ノ
多
寡
ト
事
務
ノ
繁
閑
ト
ヲ
鶴
酌
シ
適
宜
支
給
九
ヘ
シ
」

と
す
る
。
こ
れ
ら
は
、
官
吏
と
は
全
く
異
な
っ
た
扱
い
で
あ
る
。
(
『
開
拓

使
事
業
報
告
附
録
布
令
類
来
上
編
』
・
復
刻
版
・
昭
和
五
九
年
・
北
海
道

出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
-
一
八
三
頁
)
。

(
げ
)
三
木
、
菅
野
に
限
ら
ず
、
道
内
の
移
住
士
族
の
か
な
り
の
部
分
が
、
教

育
程
度
が
高
か
っ
た
た
め
、
の
ち
に
開
拓
使
、
県
庁
、
道
斤
や
学
校
な
ど

へ
離
農
し
て
就
職
し
た
と
い
わ
れ
る
。
特
に
札
幌
周
辺
の
集
団
移
住
者
の

場
合
、
行
政
機
関
が
次
つ
ぎ
と
つ
く
ら
れ
た
札
幌
に
近
か
っ
ん
た
め
、
こ
の

種
の
転
職
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
白
石
へ
移
住
し
た
も
の
の
子
孫
は
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
(
今
倉
松
男
『
さ
っ
ぽ
ろ
白
石
も
の
が
た
り
』
・

昭
和
四
四
年
・
同
刊
行
会
)
。
「
開
拓
使
も
だ
ん
だ
ん
整
い
守
し
て
、
い
ろ

ん
な
職
制
が
で
き
た
ん
だ
が
、
そ
の
職
制
に
当
て
は
ま
る

r
適
当
な
下
役

人
が
い
な
い
た
め
に
、
内
地
か
ら
連
れ
て
く
る
と
い
っ
て
も
容
易
で
な
い

し
、
白
石
に
は
い
っ
た
逮
中
は
一
応
は
文
筆
の
才
も
あ
る
も
の
で
す
か
ら

そ
ノ
に
な
り
そ
う
な
者
を
役
立
て
よ
う
と
。
た
と
え
ば
、
部
役
所
の
役
人

と
か
、
戸
長
役
場
の
制
度
が
で
き
て
か
ら
は
役
場
の
事
務
を
と
る
人
と
か
、

当
γ

時
筆
生
と
智
一
同
一
い
ま
し
た
が
。
あ
る
い
は
警
察
が
で
き
れ
ば
巡
査
が
必
要

だ
。
そ
れ
に
は
移
住
者
の
中
の
撃
剣
の
う
ま
い
人
を
と
か
、
刑
務
所
が
で

き
れ
ば
、
そ
こ
の
看
守
も
必
要
だ
と
い
う
の
で
、
だ
い
ぶ
引
っ
こ
ぬ
か
れ

た
ん
で
す
よ
」
。
営
農
の
困
難
と
あ
い
ま
っ
て
、
移
住
士
族
は
、
道
内
の
初
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北海道における農村自治体の形成

期
の
官
公
吏
教
員
な
ど
の
大
き
な
給
源
で
あ
っ
た
。
四
四
年
現
在
で
、
「
上

手
稲
ハ
旧
ト
仙
台
人
ノ
開
墾
部
落
ナ
ル
モ
目
下
ハ
同
県
入
十
四
五
戸
ニ
過

キ
ス
シ
テ
余
ハ
各
県
人
/
雑
居
ト
ス
」
と
い
わ
れ
、
人
権
問
。
年
後
に
四

七
戸
は
三
分
の
一
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
北
海
道
の
平
均
か
ら
み
る
と
、

こ
の
定
着
率
は
か
な
り
高
い
ほ
う
で
あ
る
(
前
掲
・
治
革
ノ
件
五
-
、
二

頁
)
。
と
も
あ
れ
、
旧
片
倉
家
家
臣
の
影
響
力
は
、
低
下
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
で
あ
る
。

(
叩
日
〉
盛
山
崎
八
洲
次
良
『
近
代
長
楽
村
落
の
成
立
と
民
開
|
北
海
道
留
芳
都
村

の
農
業
経
営
を
中
心
と
し
て
』
(
昭
和
五
二
年
・
御
茶
の
水
書
房
)
一
一
一
一
、

三
頁
。

(
四
〉
札
幌
史
学
会
一
編
『
札
幌
泊
革
史
』
(
復
刻
版
・
昭
和
五
四
年
・
北
海
道

出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
)
一
二
九
頁
。

(
却
)
札
幌
市
教
育
委
員
会
編
『
さ
っ
ぽ
ろ
文
庫
二
六
・
明
治
の
話
』
(
昭
和

五
八
年
・
北
海
道
新
聞
社
)
の
「
第
二
章
手
稲
村
・
琴
似
村
の
暮
ら
し
」

の
な
か
の
古
老
の
聞
き
と
り
参
照
。
ま
た
、
個
々
に
移
住
し
た
者
の
か
な

り
の
部
分
は
、
五
、
六
年
で
本
州
へ
戻
る
希
望
を
も
っ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
大
半
は
、
結
局
北
海
道
に
永
住
し
て
し
ま
っ
た
。
札

幌
周
辺
の
村
落
が
、
さ
ら
に
奥
地
の
内
陸
部
開
発
の
た
め
の
移
民
の
プ
ー

ル
の
役
割
を
果
し
た
と
も
い
わ
れ
る
ハ
大
庭
・
前
掲
論
文
一
五
頁
)
。
同

論
文
に
よ
る
と
、
「
明
治
一
八
年
西
野
部
落
入
地
者
の
全
て
(
判
明
分
)

は
、
北
海
道
移
住
後
一
、
二
年
を
札
幌
小
樽
周
辺
に
未
開
地
貸
付
を
う
け

て
開
墾
に
従
事
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
地
味
不
良
、
収
穫
不
安
定
等
の

理
由
で
転
住
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
(
一

O
、
一
頁
〉
、
さ
ら

に
、
二
三
年
か
ら
凶

O
年
ま
で
の
岡
部
落
住
民
の
村
外
転
出
先
は
、
空
知
、

上
川
な
ど
札
悦
周
辺
の
次
の
開
発
拠
点
地
域
が
多
い
と
い
う
(
一
四
頁
)
。

(
氾
)
前
回
拘
・
札
幌
沿
革
史
二
二

O
頁
。
明
治
四
四
年
の
記
録
で
は
、
「
上
手
稲

ハ
旧
ト
仙
台
人
/
開
墾
部
落
ナ
ル
モ
目
下
ハ
同
県
人
十
四
五
戸
ニ
過
キ
ス

シ
テ
余
ハ
各
県
人
ノ
雑
居
ト
ス
」
と
あ
る
(
前
掲
・
沿
革
ノ
件
五
二
頁
)
。

(
勾
)
『
札
幌
県
勧
業
課
第
二
回
年
報
』
明
治
一
六
年
(
前
掲
旧
町
誌
二
六
頁

か
ら
引
用
〉
。

(
お
)
前
掲
村
史
稿
。

〈
M
A

》
総
代
人
制
度
に
つ
い
て
は
、
清
水
前
掲
論
文
七
七
、
八
頁
参
照
。
こ
こ

で
は
、
道
内
で
函
館
で
だ
け
総
代
人
に
代
わ
っ
て
設
け
ら
れ
た
函
館
区
会

の
低
調
だ
っ
た
理
由
が
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
総
代
人
会
も
一
般
に
低
調

だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
札
幌
市
出
入
・
政
治
行
政
編
』
ハ
昭
和

二
八
年
・
岡
市
)
二
六

O
頁
も
、
そ
の
低
調
ぶ
り
を
述
べ
て
い
る
が
、
理

由
は
函
館
区
会
と
か
な
り
共
通
す
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
総
代
人
よ

り
も
む
し
ろ
区
の
部
長
(
農
村
部
で
は
組
長
と
い
う
名
称
が
か
な
り
使
わ

れ
て
い
た
)
が
重
視
さ
れ
て
、
国
w
が
薄
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
組
長
の
制

度
は
、
江
戸
時
代
の
農
村
の
組
頭
に
あ
た
る
も
の
で
あ
り
、
住
民
に
は
よ

り
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
の
組
頭
に
つ
い
て
は
、
た
と
え

ば
、
木
村
礎
「
領
主
と
農
民
」
(
『
体
系
日
本
史
叢
書
一
六
・
生
活
史
E
』・

昭
和
四

O
年
・
山
川
出
版
・
所
収

)
)
O
二
頁
な
ど
参
照
。

一
一
年
の
開
拓
使
布
達
は
、
「
総
代
人
撲
挙
法
及
総
代
人
心
得
書
別
紙

ノ
通
相
定
候
条
右
ニ
準
拠
早
々
撰
定
ノ
上
来
ル
九
月
迄
ニ
管
轄
庁
へ
局
出

ヘ
シ
」
と
し
、
撰
挙
法
は
、
そ
の
第
一
条
で
「
一
町
村
毎
L

ハ
中
略
〉
年

船
二
十
年
以
上
ノ
男
子
ニ
シ
テ
管
内
(
中
略
)
百
円
以
上
ノ
地
券
ヲ
有
ス

ル
該
町
村
本
籍
ノ
者
二
名
7
撰
挙
シ
テ
之
7
町
村
総
代
人
ト
ナ
ス
」
と
定
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研究ノート

め
て
い
る
(
前
掲
・
開
拓
使
報
告
附
録
上
一
二
九
頁
)
。

(
お
)
前
掲
・
沿
背
中
ノ
件
五
一
一
良
。

(
お
)
前
掲
・
琴
似
町
史
二
七
八
頁
。

(
幻
)
前
掲
・
新
道
史
四
巻
・
九
回

l
一
O
ニ
頁
の
「
北
海
道
に
お
け
る
戸
長

役
場
制
度
の
存
続
」
参
照
。
『
留
寿
都
村
史
』
〈
昭
和
四
四
年
・
同
村
〉
で

は
、
一
二

O
年
の
一
戸
長
役
場
の
位
置
の
決
定
が
組
長
の
会
議
に
ま
か
さ
れ
た

記
録
が
あ
る
つ
九
九
、
ニ

O
O頁
)
。
こ
の
村
史
は
、
前
出
里
山
崎
氏
の

執
筆
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
九
年
か
ら
二
年
間
新
十
津
川
村
で

組
長
を
勤
め
た
移
住
者
の
日
記
(
森
秀
太
郎
日
記
・
新
十
津
川
町
郷
土
資

料
館
蔵
〉
を
み
る
と
、
部
長
が
村
の
行
政
全
般
に
わ
た
っ
て
か
な
り
大
き

な
発
言
力
を
も
つ
か
わ
り
に
、
用
務
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
部
長
は
、

こ
の
村
で
は
選
挙
で
選
ば
れ
た
。
な
お
、
同
日
記
は
編
集
さ
れ
て
、
森
秀

太
郎
『
懐
旧
録
・
十
津
川
移
民
』
(
昭
和
五
九
年
・
新
宿
書
房
)
二
五
三

頁
以
下
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

(
お
〉
小
野
は
、
三
八
年
手
稲
村
長
退
任
後
、
同
じ
く
二
級
町
村
で
あ
る
札
幌

部
札
幌
村
長
に
転
じ
た
。
四
四
年
現
在
で
も
同
村
に
在
職
し
て
い
る
の
で
、

同
村
で
も
長
期
間
勤
め
た
村
長
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

〈
お
〉
歌
志
内
村
で
は
、
戸
田
魚
、
総
代
人
の
ほ
か
組
長
、
学
務
委
員
も
加
わ
っ

て
予
算
編
成
を
行
な
う
の
を
例
と
し
た
と
い
う
(
前
掲
新
道
史
四
巻
九

九
頁
)
。
ま
た
、
新
十
津
川
村
で
は
、
組
長
は
実
に
し
ば
し
ば
役
場
の
会
合

に
出
席
し
て
お
り
、
役
場
筆
生
の
採
用
者
も
組
長
の
投
票
で
決
め
て
い
る

(
前
掲
森
日
記
二
九
年
七
月
十
日
の
項
)
。
同
日
記
を
み
る
と
、
組
長
が
区

内
各
一
戸
の
税
を
徴
収
し
て
お
り
、
役
場
の
予
算
の
少
な
い
こ
と
と
関
連
し

て
、
各
種
の
工
役
(
道
路
、
堤
防
工
事
な
ど
)
の
人
集
め
、
作
業
の
監
督

な
ど
、
村
の
行
政
で
部
長
に
依
存
す
る
面
が
き
わ
め
て
多
い
2

戸
長
は
、

調
整
者
で
あ
っ
て
も
、
決
定
者
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
戸

長
の
置
か
れ
た
条
件
や
個
性
な
ど
に
よ
っ
て
、
事
情
の
異
な
る
場
合
も
あ

り
え
よ
う
が
。

(
初
〉
大
庭
幸
生
「
明
治
初
期
大
土
地
払
下
げ
の
性
格
」
(
桑
原
真
人
編
『
北

海
道
の
研
究
6
』
昭
和
五
八
年
・
油
田
文
堂
・
所
収
)
参
照
。

(
況
)
大
正
三
年
刊
の
『
北
海
道
人
名
辞
書
』
(
札
幌
市
教
育
委
員
会
縞
『
明

治
の
札
幌
』
昭
和
六

O
年
・
北
海
道
新
聞
社
・
四
四
三
頁
よ
・
り
引
用
〉
は
、

竹
内
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
旧
金
沢
城
主
前
回
侯
の
経

営
せ
る
札
幌
郡
軽
川
前
回
農
場
管
理
者
な
り
。
同
農
場
は
木
道
屈
指
の
模

範
大
農
場
に
し
て
農
牧
業
を
経
営
し
、
其
の
産
牛
は
本
道
畜
産
共
進
会
は

勿
論
全
国
畜
産
品
評
会
に
於
て
、
常
に
優
良
の
賞
を
受
く
。
し
か
し
て
、

其
の
経
理
方
針
は
多
く
静
勝
の
方
寸
に
出
ず
。
四
十
三
年
、
札
幌
支
庁
管

内
選
出
北
海
道
会
議
員
に
当
選
し
、
一
一
期
間
其
の
職
に
あ
り
。
北
海
道
産

牛
馬
組
合
逮
合
会
副
会
一
政
な
り
。
大
正
三
年
、
本
道
畜
産
家
め
代
表
者
と

し
て
、
大
限
首
相
の
全
国
実
業
家
招
待
会
に
出
席
せ
り
」
。
竹
内
は
、
手

稲
よ
り
さ
ら
に
広
い
場
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
伺
議
場
が
村
に
と
っ
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、

否
定
的
な
見
方
も
あ
る
。
時
期
は
か
な
り
ず
れ
る
が
、
昭
和
二
年
の
『
北

海
タ
イ
ム
ス
』
は
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
〈
前
掲
・
明
治
の
札
幌
九

八
頁
よ
り
引
用
)
。
「
あ
の
鉄
道
下
の
大
平
原
1

大
地
積
の
泥
炭
地
を
開
発

し
た
ら
と
い
う
の
で
(
村
の
識
者
が
1

筆
者
注
〉
、
前
回
目
院
を
引
を
入
れ

て
大
農
場
を
や
ら
せ
て
み
た
が
、
さ
っ
ぱ
り
村
に
は
お
蔭
ぶ
な
い
。
そ
れ

牧
畜
だ
、
煉
乳
だ
、
緬
羊
だ
と
、
あ
せ
っ
て
見
た
が
依
然
と
し
て
振
わ
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北海道における農村自治体の形成

な
い
」
。

〈
沼
)
佐
々
木
鉄
之
助
『
最
近
之
札
幌
』
(
復
刻
版
・
昭
和
五

O
年
‘
み
や
ま

書
一
房
)
一
一
七
真
。
な
お
、
こ
の
会
社
の
創
立
者
の
一
人
で
あ
り
、
の
ち

支
配
人
と
な
っ
た
近
藤
新
太
郎
は
、
会
社
設
立
と
同
時
に
手
稲
に
定
住
し
、

軽
川
郵
便
局
長
、
手
稲
村
食
会
長
、
村
会
議
員
、
学
務
委
員
を
歴
任
し
た
。

(
お
〉
新
町
誌
下
一
一
一
二
三
一
一
真
の
「
亦
野
老
人
談
」
。
蓑
輪
商
庖
は
、
富
山
県
か

ら二一

O
年
に
軽
川
に
入
っ
た
村
長
の
先
代
の
照
ら
い
た
も
の
で
あ
る
。
村

長
と
な
っ
た
早
三
郎
は
、
三
七
年
に
軽
川
で
生
ま
れ
、
青
年
間
時
代
か
ら

徐
々
に
頭
角
を
現
わ
し
、
三
二
歳
で
村
会
議
員
に
当
選
、
四
三
歳
で
村
長

と
な
り
、
そ
の
能
力
に
つ
い
て
は
衆
自
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
い

う
(
荒
木
俊
夫
「
戦
後
手
稲
に
お
け
る
『
政
治
』

(
1
〉
」
・
北
大
法
学
論

集
二
一
巻
四
号
・
昭
和
田
六
年
・
一
七
四
、
五
頁
)
。
な
お
、
北
海
道
の

明
治
・
大
正
期
の
村
落
の
商
応
に
つ
い
て
、
黒
崎
・
前
掲
蓄
は
次
の
よ
う

に
記
し
て
い
る
。
「
そ
れ
(
部
落
の
小
さ
な
万
屋
的
雑
貨
商
応

l
筆
者
注
)

は
、
ま
さ
に
、
情
報
セ
ン
タ
ー
で
あ
り
(
中
略
〉
、
小
学
校
、
墓
地
、
神

柄
、
説
教
所
な
ど
と
、
こ
の
面
に
お
い
て
類
似
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
北
海
道
に
お
い
て
仕
込
取
引
の
過
去
が
あ
っ
て
、

村
落
に
は
そ
の
伝
統
ハ
?
〉
が
濃
厚
に
保
持
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
商
庖
の

部
落
に
お
け
る
地
位
は
、
相
当
に
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ

れ
は
、
部
落
内
外
を
結
ぶ
結
節
機
関
で
あ
っ
た
(
三
八
頁
〉
。
こ
の
場
合
、

都
市
か
ら
か
な
り
離
れ
た
農
業
村
落
(
留
寿
都
村
の
よ
う
な
〉
を
念
頭
に

置
い
て
脅
か
れ
て
い
る
の
で
、
札
幌
・
小
樽
の
中
間
に
位
置
す
る
手
稲
の

場
合
に
は
、
事
情
は
あ
る
程
度
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
。

(

M

)

蓑
輪
氏
の
戦
前
の
手
稲
の
二
級
村
長
に
つ
い
て
の
、
「
村
長
は
、
命
令

さ
れ
奉
公
と
し
て
来
て
い
た
わ
け
で
、
村
長
は
こ
し
か
け
で
、
へ
た
に
動

け
ば
左
遷
さ
れ
る
の
で
、
だ
ぼ
ら
を
吹
い
て
適
当
に
や
っ
て
い
た
」
と
の

談
は
興
味
深
い
(
荒
木
・
前
掲
論
文
・
一
七
六
頁
)
。

ま
た
、
い
さ
さ
か
飛
躍
し
た
比
較
で
は
あ
る
が
、
昭
和
五
五
年
時
点
の

人
口
を
明
治
三
五
年
時
点
の
手
稲
と
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
(
約
三
千
人
)
石

狩
支
庁
管
内
厚
田
郡
厚
岡
村
の
同
年
の
職
員
数
は
、
特
別
職
を
除
い
て
八

九
名
で
あ
っ
た
。
当
時
の
手
稲
村
の
書
記
三
名
の
、
実
に
二
一

O
倍
に
も
あ

た
る
。な
お
、
前
掲
人
名
辞
書
に
手
稲
村
関
係
者
は
、
六
人
が
の
せ
ら
れ
て
い

る
。
黒
田
政
吉
(
日
本
石
油
北
海
道
製
油
所
主
事
)
、
近
藤
新
太
郎
(
前

出
て
志
賀
兼
治
ハ
村
長
)
、
竹
内
静
勝
ハ
前
出
)
、
回
中
壌
ハ
北
海
道
造

林
創
設
者
・
故
人
〉
、
及
川
専
治
(
村
長
会
長
、
学
務
委
員
、
村
議
、
片

倉
家
移
住
者
の
一
人
〉
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
村
に
長
く
住
ん
だ
の
は
、

近
藤
、
竹
内
、
及
川
の
三
人
で
あ
る
。
及
川
は
農
業
に
従
事
し
、
上
手
稲

の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。

(
部
)
三
五
年
直
前
の
村
の
主
要
な
で
き
ご
と
と
し
て
は
、
三

O
年
の
本
願
寺

説
教
所
設
立
、
三
二
年
の
手
稲
神
社
創
立
許
可
、
三
三
年
の
農
会
設
立
、

三
三
年
軽
川
郵
便
局
開
設
、
コ
一
四
年
消
防
組
結
成
な
ど
が
あ
り
、
下
手
稲

の
優
位
が
一
段
と
確
立
さ
れ
た
。

(
日
却
)
富
岡
容
世
間
「
北
海
道
農
民
同
盟
に
お
け
る
政
治
的
グ
ル
ー
ピ
ン
グ
に
つ

い
て

l
戦
後
日
本
の
政
治
集
団
化
過
程
の
研
究
(
一
)
」
ハ
今
村
成
和
編

『
北
海
道
大
学
法
学
部
十
周
年
記
念
・
法
学
政
治
学
論
集
』
昭
和
三
五
年
・

有
斐
閣
・
所
収
)
二
六
九
、
七

O
頁。
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Establishment of Teine Vi1lage， Hokkaido (1872-1902) 

Minoru HASUIKE* 

Early in the MeUi period， the establishment of local government 

bodies in rural areas in Japan were causing constant conflicts between 

village communities and the central government. At this time in Hok-

kaido， development by immigrant settlers took place hand in hand with 

the establishment of local government bodies. This paper attempts to 

elucidate the establishment in rural areas of Hokkaido using the example 

of Teine Village in Sapporo District (th巴 presentTeine area of West 

Sapporo). 

Teine Vil1age was founded in 1872 by the immigration of 241 per-

sons， r巴tainerswith relatives of the Katakura Family， from the former 
Sendai Han. With increases in the number of residents Teine Village 

was divided into three， Kami-Teine， Shimo-Teine， and Yamaguchi Vil-

lages before they were reintegrated as Teine Village in 1902. At this 

time Teine Village had a population of about 3，000. The Town and 

Village Code that was enforced for Honshu in 1889 was 13 years later 

in a changed “Hokkaido version" introduced in Hokkaido. 

1n the 30 years from 1872 to 1902 th巴 politicalleadership of Teine 

Village changed. The first leaders were the chiefs of the Katakura 

Family in Kami司Teine. However with the opening of the railroad in 

1880 and the construction of the station in Shimo・Teine the influence 

of the original leadership vaned. The shopowners and operators of the 

large farms near the station formed the leadership of the new Teine 

Village after 1902. A paper detailing Teine VilIage after 1902 is being 

planned. 

* Professor of Hokusei Gakuen Women's Junior College. 
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